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◇和歌山県税条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 地方税法等の一部改正に伴い、県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、

自動車取得税、自動車税、鉱区税、県固定資産税について所要の改正を行うとともに、規定の整備

を行いました。 

(1) 県民税 

ア 法人の県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円に引き上げまし

た。（第２０条関係） 

イ 個人の県民税に係る寄附金税額控除の適用下限額を引き下げるとともに、対象を見直しまし

た。（第２４条の２関係） 

ウ 個人の県民税に係る徴収取扱費の交付の特例を廃止しました。（附則第６項の９関係） 

エ 肉用牛の売却による事業所得に係る個人の県民税の課税の特例について、対象頭数の見直し

を行い、その適用期限を延長しました。（附則第１１項及び附則第１１項の２関係） 

(2) 事業税 

ア 個人の事業税に係る不申告等に係る過料を３万円から１０万円に引き上げました。（第４２

条の６関係） 

イ 事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円に引き上げました。

（第４２条の８関係） 

(3) 不動産取得税 

ア 不動産取得税に係る不申告等に関する過料を３万円から１０万円に引き上げました。（第４

２条の２０関係） 

イ 不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円に引き上げまし

た。（第４２条の２２関係） 

(4) 県たばこ税 
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 県たばこ税の申告納税者が正当な理由がなくて提出期限までに申告書を提出しなかった場合に

は１０万円以下の過料を科すこととしました。（第４２条の３５の１０関係） 

(5) ゴルフ場利用税 

 ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円に引き上げまし

た。（第４２条の３９関係） 

(6) 自動車取得税 

ア 自動車取得税の納税義務者が正当な理由がなくて提出期限までに申告書を提出しなかった場

合には１０万円以下の過料を科すこととしました。（第５０条の２関係） 

イ 一般乗合用旅客運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等

により運行の維持が困難になっているものの用に供する一般乗合用のバスを平成２４年３月３

１日までに取得した場合においては、自動車取得税を課さないこととしました。（附則第１４

項の１４関係） 

(7) 自動車税 

ア 自動車税に係る不申告等に関する過料を３万円から１０万円に引き上げました。（第６５条

関係） 

イ 自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円に引き上げました。

（第６７条関係） 

(8) 鉱区税 

ア 鉱区税に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円に引き上げました。（第７９条関

係） 

イ 鉱区税の納税義務者が申告すべき納税管理人を正当な理由がなくて申告しなかった場合には

１０万円以下の過料を科すこととしました。（第８０条の２関係） 

(9) 県固定資産税 

ア 県固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円に引き上げまし

た。（第９６条関係） 

イ 県固定資産税に係る不申告に関する過料を３万円から１０万円に引き上げました。（第９８

条関係） 

(10) 上場株式等の配当等に対する税率等の特例措置を改めました。（改正条例附則第６項及び改

正条例附則第７項関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行します。ただし、次の改正は、それぞれに定める日から施行します。 

(1) 第２０条、第４２条の６、第４２条の８、第４２条の２０、第４２条の２２、第４２条の３５

の１０、第４２条の３９、第５０条の２、第６５条、第６７条、第７９条、第８０条の２、第９

６条及び第９８条の改正 公布の日から起算して２月を経過した日 

(2) 第２４条の２、附則第６項の３及び附則第６項の６の改正等 平成２４年１月１日 

(3) 附則第１１項（一部）及び附則第１１項の２（一部）の改正 平成２５年１月１日 

◇和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 障害者自立支援法に基づく知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとするととも

に、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う規定の整備等を行いました。（第２条

関係） 

２ 施行期日 
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 平成２４年４月１日から施行します。ただし、第２条の表８７の項の改正規定は、平成２３年１

０月２０日から施行します。 

◇和歌山県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 障害者基本法の一部改正に伴い、和歌山県障害者施策推進協議会を和歌山県障害者施策推進審議

会に改めるとともに、規定の整備を行いました。 

２ 施行期日 

 次に定める日から施行します。 

(1) 第１条の規定 公布の日 

(2) 第２条の規定 障害者基本法の一部を改正する法律（平成２３年法律第９０号）第２条の規定

の施行の日 

◇風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法

律の施行に伴い、風致地区内における行為について知事等の許可を受けることを要しない機構から

独立行政法人緑資源機構及び独立行政法人雇用・能力開発機構を削り、独立行政法人森林総合研究

所及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構を加えるとともに、規定の整備を行いまし

た。（第２条、第５条及び別表第１関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行します。 

◇和歌山県高等学校等修学支援対策基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 和歌山県高等学校等修学支援対策基金について、東日本大震災により被災し、経済的理由により

就学が困難な幼児、児童又は生徒の教育機会の確保に資するための事業に要する経費の財源に充て

ることができることとしました。（第１条及び第６条関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行します。 

◇和歌山県スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 スポーツ振興法の全部改正に伴い、都道府県に置く審議会等が任意設置となったことにより、和

歌山県スポーツ推進審議会を置くとともに、規定の整備を行いました。（第１条～第８条関係） 

２ 施行期日 

 公布の日から施行します。 

◇和歌山県立特別支援学校設置条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 新たに和歌山県立和歌山さくら支援学校を設置することとしました。（第１条関係） 

２ 施行期日 

 平成２４年４月１日から施行します。 

◇和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請

に対する審査に係る手数料を廃止するとともに、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に
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対する審査に係る手数料の額を定めました。（別表第３第１３項関係） 

２ 施行期日 

 平成２３年１０月２０日から施行します。 

和歌山県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 0 月 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 3 9 号

和歌山県税条例の一部を改正する条例

和歌山県税条例（昭和25年和歌山県条例第37号）の一部を次のように改正する。

第20条中「 3 万円」を「10万円」に改める。

第24条の 2 第 1 項中「 5 千円」を「 2 千円」に改め、同項第 2号の次に次の 1 号を加える。

所得税法第78条第 2 項第 2 号及び第 3 号に掲げる寄附金（同条第 3項の規定により特定寄附金とみ(３)

なされるものを含む。）並びに租税特別措置法第41条の18の 2第 2 項に規定する特定非営利活動に関

する寄附金のうち、次に掲げるもの（前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。）

ア 賦課期日現在において県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

イ 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令（平成 4年政令第1 6 2号）第

1 条の規定により主務官庁の権限に属する事務を知事又は教育委員会が行うこととされた同条に規

定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

ウ ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるもの

第24条の 2 第 2 項中「 5 千円」を「 2千円」に改める。

第42条の 6 及び第42条の 8 中「 3 万円」を「10万円」に改める。

第42条の13の 2 第 1 項中「すべて」を「全て」に改める。

第42条の20及び第42条の22中「 3 万円」を「10万円」に改める。

第42条の35の10を次のように改める。

（県たばこ税に係る不申告に関する過料）

第42条の35の10 県たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第42条の35の 4第 1 項から第 3 項までの

規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、そ

の者に対し、10万円以下の過料を科する。

第42条の37第 3 項第 2 号中「スポーツ振興法（昭和36年法律第1 4 1号）第 6 条第 1 項」を「スポーツ基

本法（平成23年法律第78号）第26条第 1 項」に改める。

第42条の39中「 3 万円」を「10万円」に改める。

第50条の次に次の 1 条を加える。

（自動車取得税に係る不申告に関する過料）

第50条の 2 自動車取得税の納税義務者が正当な事由がなくて第49条第 1項の規定による申告書を同項各
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号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過

料を科する。

第65条、第67条及び第79条中「 3 万円」を「10万円」に改める。

第80条の次に次の 1 条を加える。

（鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料）

第80条の 2 前条第 2 項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第 1項の承認を受けていないも

のが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合にお

いては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第96条及び第98条中「 3 万円」を「10万円」に改める。

附則第 6 項の 3 第 3 号中「第41条の18」の次に「、第41条の18の 2 第 2 項、第41条の18の 3 」を加える。

附則第 6項の 6 第 2 号中「第41条の18」の次に「、第41条の18の 2 第 2 項、第41条の18の 3 」を加え、

「（昭和22年法律第1 7 5号）」を削る。

附則第 6 項の 9 を削る。

附則第11項中「平成24年度」を「平成27年度」に、「すべて」を「全て」に、「2,000頭」を「1,500

頭」に改める。

附則第11項の 2 中「2,000頭」を「1,500頭」に、「すべて」を「全て」に、「第 5 条の 4 第 1 項」を

「第 5 条の 5 第 1項」に改める。

附則第14項の 2 の11中「すべての」を「全ての」に改める。

附則第14項の13の次に次の 1 項を加える。

（自動車取得税の非課税）

14の14 道路運送法第 3 条第 1 号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の

生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものとして規則で定めるも

のの運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合においては、当該取得が平成24年 3月31日まで

に行われたときに限り、第43条第 1項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得

税を課さない。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。

第20条、第42条の 6、第42条の 8 、第42条の20、第42条の22、第42条の35の10及び第42条の39の改(１)

正規定、第50条の次に 1条を加える改正規定、第65条、第67条及び第79条の改正規定、第80条の次に

1条を加える改正規定並びに第96条及び第98条の改正規定 公布の日から起算して 2月を経過した日

第24条の 2 の改正規定並びに附則第 6項の 3 の改正規定及び附則第 6 項の 6 の改正規定（「第41条(２)

の18」の次に「、第41条の18の 2 第 2 項、第41条の18の 3 」を加える部分に限る。）並びに次項の規

定 平成24年 1月 1 日

附則第11項の改正規定（「すべて」を「全て」に改める部分を除く。）及び附則第11項の 2の改正(３)
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規定（「2,000頭」を「1,500頭」に改める部分に限る。）並びに第 3項の規定 平成25年 1 月 1 日

（県民税に関する経過措置）

2 この条例による改正後の和歌山県税条例（以下「新条例」という。）第24条の 2第 1 項及び第 2 項の

規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成23年 1月 1 日以後に支出する新条例第24条の 2 第 1 項各号

に掲げる寄附金について適用する。

3 新条例附則第11項及び第11項の 2の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、

この条例による改正前の附則第11項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個

人の県民税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

4 新条例附則第14項の14の規定は、平成23年 7 月 1 日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得

税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例によ

る。

（罰則に関する経過措置）

5 この条例（第 1 項各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。

（和歌山県税条例の一部を改正する条例の一部改正）

6 和歌山県税条例の一部を改正する条例（平成20年和歌山県条例第39号）の一部を次のように改正する。

附則第 4 項、第 5 項、第 8項及び第12項中「平成23年12月31日」を「平成25年12月31日」に改める。

7 和歌山県税条例の一部を改正する条例（平成22年和歌山県条例第36号）の一部を次のように改正する。

附則第 1 項第 3 号中「平成25年 1 月 1日」を「平成27年 1 月 1 日」に改める。

附則第 2 項中「平成25年度」を「平成27年度」に改める。

和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 0 月 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 4 0 号

和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

和歌山県の事務処理の特例に関する条例（平成11年和歌山県条例第38号）の一部を次のように改正する。

第 2 条の表24の項 中「第10号」の次に「。以下この項において「施行令」という。」を加え、「育成(１)

医療」の次に「（以下この項において「育成医療」という。）」を加え、「以下この項において同じ。」

を削り、同項 中「決定」の次に「（育成医療に係るものに限る。）」を加え、同項 中「交付」の次に(２) (３)

「（育成医療に係るものに限る。）」を加え、同項 中「要求」の次に「（育成医療に係るものに限(４)

る。）」を加え、同項 中「返還」の次に「（育成医療に係るものに限る。）」を加え、同項 中「取消(５) (６)

し」の次に「（育成医療に係るものに限る。）」を加え、同項 中「要求」の次に「（育成医療に係るも(７)

のに限る。）」を加え、同項 の次に次のように加える。(７)

施行令第32条第 1 項の規定による届出の受理（施行令第 1 条第 3 号に規定する精神通院医療に係(８)
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るものであって、かつ、障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第35条第 1 項

第 1 号、第 2 号、第 4 号及び第 6 号に掲げる事項に係るものに限る。）

第 2 条の表24の項中「市町村（」の次に「 から までについては」を加える。(１) (７)

第 2 条の表87の項を次のように改める。

87 削除

附 則

この条例は、平成24年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 2 条の表87の項の改正規定は、平成23年10月

20日から施行する。

和歌山県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 0 月 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 4 1 号

和歌山県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例

第 1 条 和歌山県障害者施策推進協議会条例（昭和46年和歌山県条例第28号）の一部を次のように改正す

る。

第 1 条中「第26条第 3 項」を「第34条第 3 項」に改める。

第 2 条 和歌山県障害者施策推進協議会条例の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

和歌山県障害者施策推進審議会条例

第 1 条中「第34条第 3 項」を「第36条第 3 項」に、「和歌山県障害者施策推進協議会（以下「協議会」

を「同条第 1 項に規定する審議会その他の合議制の機関（以下「審議会」に改める。

第 7 条中「協議会」を「審議会」に改め、同条を第 8 条とする。

第 6 条中「協議会」を「審議会」に改め、同条を第 7 条とする。

第 5 条第 1 項及び第 2 項中「協議会」を「審議会」に改め、同条を第 6 条とする。

第 4 条第 1 項中「協議会」を「審議会」に改め、同条を第 5 条とする。

第 3 条第 1 項中「協議会」を「審議会」に改め、同条を第 4 条とする。

第 2 条第 1 項中「協議会」を「審議会」に改め、同条を第 3 条とし、第 1 条の次に次の 1 条を加える。

（名称）

第 2 条 審議会の名称は、和歌山県障害者施策推進審議会とする。

附 則

この条例中第 1 条の規定は公布の日から、第 2 条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律（平成23

年法律第90号）第 2 条の規定の施行の日から施行する。
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風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 0 月 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 4 2 号

風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例

風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和45年和歌山県条例第22号）の一部を次のように改

正する。

第 2 条第 1 項第 7 号中「たい積」を「堆積」に改め、同条第 2 項第12号ウ中「第 1 種電気通信事業、有

線放送電話業務」を「認定電気通信事業」に改め、同条第 3 項第 2 号を次のように改める。

独立行政法人森林総合研究所(２)

第 2 条第 3 項第 4 号を次のように改める。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(４)

第 5 条第 1 項第10号中「たい積」を「堆積」に改める。

別表第 1 第25号中「第 1 種電気通信事業」を「認定電気通信事業」に改め、同表第26号を削り、同表第

27号を同表第26号とし、同表第28号から同表第37号までを 1 号ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県高等学校等修学支援対策基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平 成 2 3 年 1 0 月 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 4 3 号

和歌山県高等学校等修学支援対策基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例

和歌山県高等学校等修学支援対策基金の設置、管理及び処分に関する条例（平成21年和歌山県条例第71

号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「生徒」の次に「及び東日本大震災（平成23年 3 月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び

これに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第 6 条第 3 号において同じ。）により被災し、経済的

理由により就学が困難な幼児、児童又は生徒」を加える。

第 6 条第 2 号中「含む。」の次に「次号において同じ。」を加え、同条に次の 1 号を加える。

東日本大震災により被災した、私立の学校に在学する幼児、児童又は生徒の授業料等の減免措置に(３)

係る補助事業、高等学校に在学する生徒に係る奨学金事業その他幼児、児童又は生徒の教育機会の確

保に資するための事業

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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和歌山県スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 0 月 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 4 4 号

和歌山県スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例

和歌山県スポーツ振興審議会条例（昭和37年和歌山県条例第11号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

和歌山県スポーツ推進審議会条例

第 1 条及び第 2 条を次のように改める。

（設置）

第 1 条 スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第31条の規定に基づき、和歌山県スポーツ推進審議会（

以下「審議会」という。）を置く。

（組織）

第 2 条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が知事の意見を聴いて任命する。

学識経験のある者(１)

関係行政機関の職員(２)

4 委員の任期は、 2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

5 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

第 3 条を削る。

第 4 条第 1 項及び第 2 項中「および」を「及び」に改め、同条を第 3 条とする。

第 5 条を削る。

第 6 条中「および」を「及び」に改め、同条を第 4 条とする。

第 7 条を第 5 条とする。

第 8 条中「きいて」を「聴いて」に改め、同条を第 6 条とする。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の際現に改正前の第 1 条の和歌山県スポーツ振興審議会（以下「旧審議会」という。）

の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の和歌山県スポーツ推進審議会条例

（以下「新条例」という。）第 2 条第 3 項の規定により新条例第 1 条の和歌山県スポーツ推進審議会（

以下「新審議会」という。）の委員として任命されたものとみなす。この場合において、新審議会の委

員として任命されたものとみなされる者の任期は、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期
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間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は副会長である者は、それぞれこの条例の施行の

日に、新条例第 3 条第 2 項の規定により新審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

和歌山県立特別支援学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 0 月 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 4 5 号

和歌山県立特別支援学校設置条例の一部を改正する条例

和歌山県立特別支援学校設置条例（平成19年和歌山県条例第35号）の一部を次のように改正する。

第 1 条の表和歌山県立紀伊コスモス支援学校の項の次に次のように加える。

和歌山県立和歌山さくら支援学校 和歌山市西庄1148の 1

附 則

この条例は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平 成 2 3 年 1 0 月 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第 4 6 号

和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

和歌山県使用料及び手数料条例（昭和22年和歌山県条例第28号）の一部を次のように改正する。

別表第 3 第13項第10号を次のように改める。

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号。以下この号において「法」とい(10)

う。）第 5 条第 1 項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査の

手数料の額は、登録 1 件につき、次の表のとおりとする。

住 宅 の 戸 数 金 額

10戸以内のもの 26,000円

10戸を超え、20戸以内のもの 31,000円

20戸を超え、30戸以内のもの 35,000円
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30戸を超え、40戸以内のもの 39,000円

40戸を超え、50戸以内のもの 44,000円

50戸を超え、70戸以内のもの 52,000円

70戸を超え、1 0 0戸以内のもの 65,000円

1 0 0戸を超えるもの 79,000円

備考 法第28条第 1 項の規定により知事が指定する者（以下この備考において「指定登録機関」とい

う。）が行うサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けようとする者は、手数料を当該指定登

録機関に納めなければならない。この場合において、その納められた手数料は、当該指定登録機関

の収入とする。

附 則

この条例は、平成23年10月20日から施行する。
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